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(57)【要約】
　本発明は、広帯域光源と選別デバイスとを備えるシス
テムに関し、より詳細にはレーザ式選別デバイスに関す
る。本発明の目的は、選別プロセスに対して全ての波長
を提供する光源を有する選別デバイスを備えるシステム
を提供することにある。このことは、全ファイバ・スー
パコンティニューム光源を使用することにより解決され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域スペクトルを有する光ビームを生成する放射源と、検出ゾーンを通して製品を移
動させる手段とを用いて、製品の流れの中で製品を特徴づけるための選別デバイスであっ
て、前記光ビームが前記検出ゾーンの中で前記製品に衝突し、それにより、前記製品によ
り光が散乱及び／又は反射され、検出手段が、前記散乱光及び／又は反射光を検出するた
めに設けられ、前記検出手段が前記製品を特徴づけるための処理ユニットと協働する、デ
バイスにおいて、前記放射源がスーパコンティニューム放射源を備えることを特徴とする
デバイス。
【請求項２】
　干渉現象が前記製品の表面で生成される帯域幅より大きい帯域幅を有する光ビームが、
前記検出手段に向かって通過することを可能にする、少なくとも１つの帯域幅フィルタが
設けられる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　５ｎｍと３０ｎｍの間、好ましくは１０ｎｍから２０ｎｍ程度である帯域幅を有する光
ビームが、前記検出手段に向かって通過することを可能にする、少なくとも１つの帯域幅
フィルタが設けられる、請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　少なくとも１つのスペクトル・バンド・ブロック・フィルタが、前記スーパコンティニ
ューム放射源と前記検出ゾーンとの間の前記光ビームの光路の中に設けられ、それにより
、前記スペクトル・バンド・ブロック・フィルタが、前記フィルタによりブロックされた
スペクトル帯域の外に位置する波長を有する光の、前記製品上への衝突による蛍光発光に
よって生成される光が前記検出手段に到達することを、実質的に防止する、請求項１から
３までのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記検出手段が、例えばダイクロイック・ミラーなど、選択されたスペクトル成分をフ
ィルタリングする手段を備える、請求項１から４までのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記スーパコンティニューム放射源が、スーパコンティニューム放射を生成するための
フォトニック結晶ファイバを備える、請求項１又は５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記フォトニック結晶ファイバがエンドレス・シングル・モード・ファイバである、請
求項１から６までのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記光ビームが、エンドレス・シングル・モード・ファイバにより、前記放射源から、
前記ビームを前記検出ゾーンに導くための焦点調節システムに向かって誘導される、請求
項１から７までのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記検出ゾーンの中で前記製品の流れの上に前記光ビームを動かすための、回転するポ
リゴン・ミラーなどの走査要素を有する、請求項１から８までのいずれか一項に記載のデ
バイス。
【請求項１０】
　前記コンティニューム放射源の前記スペクトルが、１１００ｎｍと１６００ｎｍの間の
波長の光を含む、請求項１から９までのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記コンティニューム放射源の前記スペクトルが、１０００ｎｍと３０００ｎｍの間の
波長の光を含む、請求項１から１０までのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記コンティニューム放射源の前記スペクトルが、３５０ｎｍと３０００ｎｍの間の波
長の光を含む、請求項１から１１までのいずれか一項に記載のデバイス。
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【請求項１３】
　製品の流れを検査する方法であって、少なくとも１本の光ビームが前記製品の流れに向
けて誘導され、前記製品が検出ゾーンを通って特定の方向に移動し、それにより、前記光
ビームが前記製品により少なくとも部分的に散乱及び／又は反射され、前記製品が、測定
された散乱光及び／又は反射光に基づいて選別される、方法において、前記光ビームがス
ーパコンティニューム放射源により生成されることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記光ビームが、光ファイバの中で生成されるスーパコンティニュームである、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記散乱光及び／又は反射光の選択されたスペクトル成分だけが検出される、請求項１
３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記光ビームの選択されたスペクトル成分だけが、前記検出ゾーンの中で前記製品上に
衝突する、請求項１５までのいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製品における不ぞろいを検出するための方法及び選別装置に関し、少なくと
も１本の光ビームが、可動鏡によりこの製品に向けて誘導され、製品が、検出ゾーンを通
って特定の方向に移動し、それにより、製品の経路を横断して動くことが好ましい前記光
ビームが、前記製品によって少なくとも部分的に散乱及び／又は反射される。散乱光及び
／又は反射光は、製品を特徴付けて選別するために、少なくとも１つの検出器によって検
出される。
【背景技術】
【０００２】
　そのような選別装置は、例えば、従来技術文書である米国特許第６８６４９７０号、米
国特許第４７２３６５９号、欧州特許第０９５２８９５号及び欧州特許第１０１２５８２
号で開示されている。
【０００３】
　レーザ式選別デバイスに於いて、製品は、一連の選択パラメータ、例えば吸収、蛍光発
光、散乱、又は偏光の状態を含む、様々な選別原理によって選別される。大部分の選別原
理は、レーザ源の一連の特定の離散的な波長に基づく。
【０００４】
　しかし、選別プロセスに関連する多くの極めて特定のレーザ波長は市販されていないか
、或いは、そのレーザ源は、大きく且つ／又は高価であり、且つ／又は信頼性がない。更
に、他の問題は、いくつかのレーザを１つの選別システムの中に組み合わせることであり
、そのことが、光システムの複雑さを増し、予備のレーザ光源の大量の備蓄を必要とする
。
【０００５】
　１つの選別装置の中でいくつかのレーザ源が使用されるとき、これらのレーザ源のビー
ムは、単一のビームに組み合わされる。しかし、多くの場合、レーザ源のビームの断面形
状は、互いに異なる。更に、多くのレーザ・ビームは楕円形の断面を有し、それ故これら
のレーザ・ビームを、一様で均質な断面を有する単一のビームに組み合わせることは、極
めて困難である。しかし、選別プロセスの精度のためには、選別される製品上に衝突する
光ビームの断面が、一様であり、且つ光の周波数の均質な分散を示す断面を有することが
重要である。
【０００６】
　レーザ・ビームの、不規則な表面を有する製品上への衝突が、干渉現象を引き起こす。
製品の表面における凹凸の大きさが、衝突するレーザ・ビームの波長と同じ大きさである



(4) JP 2010-538278 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

場合は、特にそうである。したがって、選別デバイスの検出器に於いて、反射された光ビ
ームにより生成される、結果として得られる信号は、限られた精度を有する。
【０００７】
　更に、現存するレーザ式選別装置は、選別される製品の機能の種類に応じて選択される
光の周波数を有する、固定された一組のレーザ源を備える。したがって、特定のレーザ式
選別装置は、一定の種類の製品を選別するために、且つ一定の種類の欠陥又は異物を特定
するためにのみ、使用可能である。各選別プロセスは、そのプロセス自体の光の周波数を
必要とする。そのようなレーザ式選別装置を他の種類の製品の選別ができるように適合さ
せることは、非常にやっかいである。というのは、そのような他の製品を選別するために
、他の光の周波数が必要とされる可能性があるからである。
【０００８】
　選別装置は又、白色光の広帯域光源、例えばキセノン電球などの高輝度放電ランプ（Ｈ
ＩＤランプ）を備えることができる。これらの広帯域光源に伴う問題は、生成された光が
、低い空間コヒーレンス及び明るさ、並びに光ファイバに対して極めて低い結合効率を有
することである。更に、ＨＩＤランプの使用は、比較的、予熱時間及び再点弧時間の影響
を受ける。
【０００９】
　光源として広帯域電球を用いる選別装置は、その光源が低出力及び低解像度を有するた
め、満足な結果を与えてはいない。
【００１０】
　更に、レーザ式選別装置には、限られた数の特定の波長だけのためのレーザ源が利用可
能であるという欠点、又は、ある波長に対するレーザ源が、選別装置に使用されるにはあ
まりに大きい又は高価であるという欠点がある。既存のレーザ式選別装置の他の欠点は、
異なる種類のレーザが、個別の特別な電子機器や電源などを必要とするということである
。更なる欠点は、複数のレーザ・ビームを１本のビームに組み合わせるダイクロイック・
ミラーなど、多数の特別な光学機器を必要とすること、及び、動作中にレーザ・ビームの
調整が狂う可能性である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第６８６４９７０号
【特許文献２】米国特許第４７２３６５９号
【特許文献３】欧州特許第０９５２８９５号
【特許文献４】欧州特許第１０１２５８２号
【特許文献５】欧州特許第０６２００５１号
【特許文献６】米国特許第５７２９４７３号
【特許文献７】欧州特許第０７３６３３９号
【特許文献８】米国特許第５３３３７３９号
【特許文献９】ロシア特許２０１２４３０号
【特許文献１０】国際公開第００／３７９７４号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｊ．Ｋ．Ｒａｎｋａ、Ｒ．Ｓ．Ｗｉｎｄｅｌｅｒ、及びＡ．Ｊ．Ｓｔｅ
ｎｔｚ、「Ｖｉｓｉｂｌｅ　ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ａｉｒ
－ｓｉｌｉｃａ　ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｉｂｅｒｓ　ｗｉｔｈ　ａｎｏｍａ
ｌｏｕｓ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ　ａｔ　８００ｎｍ」、Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．２５、２５
～２７（２０００）
【非特許文献２】「Ｐｕｌｓｅｄ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ－ｗａｖｅ　ｓｕｐｅ
ｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｈｉｇｈｌｙ　ｎｏｎｌｉｎｅａ
ｒ，ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ－ｓｈｉｆｔｅｄ　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｊ．Ｗ．Ｎｉｃｈｏｌｓ
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ｏｎ、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｂ７７、２００３年
【非特許文献３】Ｇｅｎｔｙ、「Ｒｏｕｔｅ　ｔｏ　ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ」、
Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ＣＬＥＯ２００２
【非特許文献４】Ｓ．Ｇ．Ｌｅｏｎ－Ｓａｖａｌ、Ｔ．Ａ．Ｂｉｒｋｓ、Ｗ．Ｊ．Ｗａｄ
ｓｗｏｒｔｈ　ａｎｄ　Ｐ．Ｓｔ．Ｊ．Ｒｕｓｓｅｌｌ、Ｍ．Ｗ．Ｍａｓｏｎ、「Ｓｕｐ
ｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｓｕｂｍｉｃｒｏｎ　ｆｉｂｒ
ｅ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅｓ」、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｖｏｌ．１２、Ｎｏ．１
３、２８６４頁
【非特許文献５】「Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ－Ｐｏｗｅｒ　Ｆｅｍｔｏｓ
ｅｃｏｎｄ　Ｐｕｌｓｅ　ａｎｄ　Ｏｃｔａｖｅ－Ｓｐａｎｎｉｎｇ　Ｕｌｔｒａｂｒｏ
ａｄ　Ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　Ｕｓｉｎｇ　Ａｌｌ－Ｆｉｂｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ
」、Ｊ．Ｔａｋａｙａｎａｇｉ、Ｎ．Ｎｉｓｈｉｚａｗａ、Ｈ．Ｎａｇａｉ、Ｍ．Ｙｏｓ
ｈｉｄａ、Ｔ．Ｇｏｔｏ、ＩＥＥＥ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＬＥ
ＴＴＥＲＳ、ＶＯＬ．１７、ＮＯ．１、２００５年
【非特許文献６】「Ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ａ　
ｆｉｂｅｒ　ｇｒａｔｉｎｇ」、Ｐ．Ｓ．Ｗｅｓｔｂｒｏｏｋ、Ｊ．Ｗ．Ｎｉｃｈｏｌｓ
ｏｎ、Ｋ．Ｓ．Ｆｅｄｅｒ、Ｙ．Ｌｉ、Ｔ．Ｂｒｏｗｎ、ＡＰＰＬＩＥＤ　ＰＨＹＳＩＣ
Ｓ　ＬＥＴＴＥＲＳ　ＶＯＬ．８５、ＮＯ．２０、２００４年
【非特許文献７】Ｌ．Ｂ．Ｓｈａｗら、Ａｄｖ．Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｐｈｏｔｏｎ
ｉｃｓ　Ｔｅｃｈ．Ｄｉｇｅｓｔ、ｐａｐｅｒ　ＴｕＣ５、Ａｕｓｔｒｉａ（２００５年
２月６～９日）
【非特許文献８】Ｂｉｒｋｓ、Ｔ．Ａ．、Ｋｎｉｇｈｔ、Ｊ．Ｃ．、及びＲｕｓｓｅｌ、
Ｐ．Ｓｔ．Ｊ．、「Ｅｎｄｌｅｓｓｌｙ　ｓｉｎｇｌｅ－ｍｏｄｅ　ｐｈｏｔｏｎｉｃ　
ｃｒｙｓｔａｌ　ｆｉｂｅｒ」、Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．、１９９７、２２、９６１頁
【非特許文献９】「Ｃｈｒｏｍａｔｉｃ　ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　ｕ
ｓｉｎｇ　ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｌｉｇｈｔ」、Ｋ．Ｓｈｉ、Ｐ．Ｌｉ、Ｓ．
Ｙｉｎ、Ｚ．Ｌｉｕ、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｖｏｌ．１２、Ｎｏ．１０、２０
０４年
【非特許文献１０】「Ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｌａｓｅｒ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｆｌｕｏｒｅ
ｓｃｅｎｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　ｗｉｔｈ　ａ　ｖｉｓｉｂｌｅ　ｃｏｎｔｉｎｕ
ｕｍ　ｓｏｕｒｃｅ」、Ｇ．ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｖｏ
ｌ．１２、Ｎｏ．１３、２００４年
【非特許文献１１】Ｄ．Ａ．Ａｋｉｍｏｖら、「Ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｓｕｐｅｒｂｒｏａ
ｄｅｎｉｎｇ　ｏｆ　ｓｕｂｎａｎｏｊｏｕｌｅ　Ｃｒ：　ｆｏｒｓｔｅｒｉｔｅ　ｆｅ
ｍｔｏｓｅｃｏｎｄ　ｌａｓｅｒ　ｐｕｌｓｅｓ　ｉｎ　ａ　ｔａｐｅｒｅｄ　ｆｉｂｅ
ｒ」、Ｊ．Ｃａｔａｌ．７４、４６０－４６３（２００１）
【非特許文献１２】「Ｃｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｆｉｂｅｒｓ　ｔａ
ｒｇｅｔ　ｍｉｄ－ＩＲ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」、Ｊ．Ｓ．Ｓａｎｇｈｅｒａら、
Ｌａｓｅｒ　Ｆｏｃｕｓ　Ｗｏｒｌｄ、２００５年４月、８３ｆ頁
【非特許文献１３】Ｌ．Ｂ．Ｓｈａｗら、「ＩＲ　ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ａｓ－Ｓｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｆｉｂｅｒ
」、ｉｎ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ．、Ｖｏｌ
．９８　ｏｆ　ＯＳＡ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　Ｓｅｒｉｅｓ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏ
ｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ、ＤＣ．、２００５年）、８
６４～８６８頁
【非特許文献１４】Ｍ．Ｄ．Ｎｉｅｌｓｅｎ、Ｊ．Ｒ．Ｆｏｌｋｅｎｂｅｒｇ、Ｎ．Ａ．
Ｍｏｒｔｅｎｓｅｎ、及びＡ．Ｂｊａｒｋｌｅｖ、「Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｃｏｍｐａｒ
ｉｓｏｎ　ｏｆ　ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｆｉｂｅｒｓ　ａｎｄ　ｃｏｎｖ
ｅｎｔｉｏｎａｌ　ｓｉｎｇｌｅ－ｍｏｄｅ　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒ
ｅｓｓ　１２、４３０（２００４年）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　レーザ・ビームを誘導するために光ファイバを使用するレーザ式選別装置は、多色選別
用途におけるマルチ・モードの問題を有する。更なる欠点は、従来のシングル・モード・
ファイバの限られた帯域幅（動作窓）である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は一般に、選別装置の分野に関し、特に選別デバイスの中の光走査システムに関
し、より詳細には広帯域選別デバイスに関する。そのような選別装置に於いて、光ビーム
が、選別される製品に向けて誘導され、これらの製品に衝突する。反射光が検出され、こ
の検出された光に基づいて、製品が選別されるか、又は特徴づけられる。
【００１５】
　広帯域選別という用語により、この文脈に於いて選別とは、紫外と可視、可視と近赤外
、及び紫外と可視と赤外など、広いスペクトル範囲に亘って分布する波長を収集すること
を利用する選別プロセスを意味する。
【００１６】
　更に、本発明は一般に、食品選別機、光走査システム、食品や樹脂などの製品の走査用
、異物除去用、及び水や油の含有量などの品質に基づく選別用など、選別デバイスと組み
合わせてフォトニック結晶ファイバを使用することに関する。
【００１７】
　本発明は一般に、白色光源に関し、より詳細には選別装置における白色光源、例えば広
帯域光源、の使用に関する。
【００１８】
　本発明は特に、フォトニック結晶ファイバの中で生成されるスーパコンティニュームな
ど、光導波路広帯域スーパコンティニューム光源を有する選別デバイスに関する。
【００１９】
　本発明は更に、光ファイバ、特にエンドレス・シングル・モード・ファイバを備える光
導波路システムを有する選別デバイスに関する。
【００２０】
　本発明は更に、光を選別装置の焦点調節システムの中に誘導するために、エンドレス・
シングル・モード光ファイバを使用することに関する。
【００２１】
　本発明は更に、選別装置の中で、前記導波路ベースのスーパコンティニューム光源及び
前記エンドレス・シングル・モード導波路システムを使用することに関する。
【００２２】
　以下に、本発明による光システムに関連して、この選別装置について簡単に説明し、続
いて従来技術について簡単に説明する。
【００２３】
　本発明による選別デバイスの光レーザ走査システムは、簡潔には、
１）スーパコンティニューム放射源を備える光送出側と、
２）ポリゴン・ミラーなどの走査要素と、
３）検出手段を備える光受信側と
を有する。
【００２４】
　送出側は、焦点調節システムを介して小面積即ちスポットで、選別される製品を照らす
ための光源を備える。一般に、選別パラメータ及び選別される品目を増すために、選別プ
ロセスには複数の波長が必要である。
【００２５】
　従来技術によれば、この目的のために、マルチ－ライン・レーザ・システムが使用され
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るか、又はダイクロイック・ミラーを使用して、異なる波長のレーザが、単一ビームの中
に組み合わされる。選別プロセスのために、これらの複数の光源の光ビームが、同様のス
ポット・サイズを有し、選別する品目の同一スポットに一致するか又は重なり、それによ
り選別の効率及び精度が向上することが重要である。
【００２６】
　例えば、従来技術の特許出願である欧州特許第０６２００５１号（米国特許第５７２９
４７３号に相当）及び欧州特許第０７３６３３９号に於いて、果物や野菜などの製品の選
別が、単色ビーム、例えば赤外波長、と組み合わされた、離散的ないくつかの予備選択さ
れた波長から成り、単一スポットの中に重ね合わされた、多色ビームを用いた照明により
、実施される。これらの用途の欠点は、離散的なレーザ線の入手可能性に左右されること
、及び既に述べたように、複数の光ビームを重ね合わせることの煩雑さである。
【００２７】
　マルチ・ライン・レーザからの光ビームが、１本の光ファイバの中に組み合わされるこ
とが、米国特許第５７２９４７３号の文献から知られている。個別の色である赤、緑及び
青を含むマルチ・ライン・レーザの出力は、最初に１本の光ファイバの中で組み合わされ
、その後、自由空間の中で赤外光源と組み合わされる。それ故、言及した特許の中で開示
される方法は、広帯域選別用途に特に適しているものではない。光導波路の前記方法を広
帯域用途に使用する欠点は、光導波路の遮断波長より低い波長のマルチ・モード特性、及
びある高い波長を超える場合の高い損失であり、即ち、基本モードにおける誘導が、狭帯
域の動作窓の中でのみ可能であることである。選別の目的に対して、光ビームのマルチ・
モード誘導は、不規則で大きなスポット・サイズをもたらし、それ故、分解能、効率及び
精度が低下する結果となる。このことは、広帯域選別用途の場合のように、スペクトル的
に広く離れている波長の場合に、特に当てはまる。広帯域選別用途に於いて、複数の光源
の波長は、通常、４８８ｎｍ、８３０ｎｍ及び９８０ｎｍなど、可視と近赤外の範囲内に
あるが、これらの波長だけに限らず、３５０ｎｍと４８８ｎｍの間のＵＶ波長、並びに１
１００ｎｍから３μｍまでの赤外波長をも含むことができる。特に、１１００ｎｍと１６
００ｎｍの間の波長範囲は、選別する品目の水と油の吸収特性のために、重要である。ま
た、１０００ｎｍと３０００ｎｍの間の波長は、樹脂材料を選別するために重要である。
【００２８】
　最近の広帯域選別技術の欠点は、市販のレーザ源の多く、又は一般的なレーザ技術です
ら、広帯域選別プロセスに必要な極めて特定の波長に適合できないことである。最近のマ
ルチ・ライン・レーザ源の更に別の欠点は、含まれる波長の総数が限られていることであ
る。それ故、多くの状況下で依然として、レーザ源は、上述のような、結果として生じる
欠点を有する結合光学機器によって、単一のビームの中に結合されなければならない。
【００２９】
　選別デバイスに於いてレーザ源を使用する代わりに、ハロゲン電球などの広帯域光源が
使用されうる。伝統的な広帯域の又は白色の光源が、選別機で使用されることは、例えば
米国特許第５３３３７３９号又はロシア特許２０１２４３０号の文献から知られている。
今までは、これらのシステムで使用されるこれらの光源は、例えば、キセノン又はタング
ステン－ハロゲンの電球など、高輝度放電ランプ（ＨＩＤ）、或いは発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）、特に超高輝度ＬＥＤ（ＳＬＥＤ）であった。しかし、これらの光源は、明るさ及
び／又はスペクトル幅及びスペクトル形状のいずれかにより制限を受ける。例えば、キセ
ノン・ランプは、低い空間コヒーレンスを有し、そのことが、低い照明効率を結果として
もたらす。
【００３０】
　これらの光源に加えて、流体検査システムに於いて、石英ハロゲン電球の光が、石英ガ
ラス光ファイバ・ケーブルの中に収束されることが、米国特許第５３３３７３９号の文献
から知られている。ＨＩＤ電球又は通常の電球の光が光ファイバの中で結合する効率は、
一般に非常に低い。
【００３１】
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　本発明の目的は、上記の欠点及び問題を改善することにある。
【００３２】
　この目的のために、本発明による選別デバイスは、製品の流れの中で製品を特徴づける
ための、スーパコンティニューム放射源を備える。このスーパコンティニューム放射源は
、広帯域スペクトルを有する光ビーム、特にコヒーレント光ビームを生成し、光が、製品
により散乱及び／又は反射されるように検出ゾーンの中で前記製品上に衝突し、それによ
り、検出手段が、前記散乱光及び／又は反射光を検出するために設けられ、前記検出手段
が、製品を特徴づけるために処理ユニットと協働する。
【００３３】
　スーパコンティニュームの現象は、媒体との非線形相互作用によるシード・レーザ光の
スペクトルの広がりとして、最もよく説明される。前記シード・レーザ源は、パルス波又
は連続波のいずれでもありうる。前記スーパコンティニュームは、とりわけ、材料の非線
形性と分散、並びに材料を通して伝播する光の波長と輝度の両者に応じて、種々の材料の
中で生成されうる。スーパコンティニュームが、光導波路の中で、より具体的には光ファ
イバの中で生成されうることは、ファイバ光学の分野でよく知られている。光ファイバは
、コア領域への高いモードフィールド閉じ込めの利点を有し、そのことが局部的輝度と非
線形相互作用を増加させる。
【００３４】
　ごく最近、スーパコンティニューム発生（ＳＣＧ）が、フォトニック結晶ファイバ（Ｐ
ＣＦ）の中で初めて達成された（Ｊ．Ｋ．Ｒａｎｋａ、Ｒ．Ｓ．Ｗｉｎｄｅｌｅｒ、及び
Ａ．Ｊ．Ｓｔｅｎｔｚ、「Ｖｉｓｉｂｌｅ　ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　ｉｎ　ａｉｒ－ｓｉｌｉｃａ　ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｉｂｅｒｓ　ｗｉｔ
ｈ　ａｎｏｍａｌｏｕｓ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ　ａｔ　８００ｎｍ」、Ｏｐｔ．Ｌｅｔ
ｔ．２５、２５～２７（２０００））。これらの光ファイバを使用する利点は、モードフ
ィールド、分散及び非線形プロセスを画定するファイバ・パラメータを制御することであ
り、それらは、スーパコンティニュームの特性を画定するための、媒体の主要な設計パラ
メータである。フォトニック結晶ファイバ（ＰＣＦ）における非線形性は、モードフィー
ルド径を減少させ、光を固体コア領域に閉じ込め、輝度を増し、それ故コア材料との非線
形相互作用を増すことにより、強化されうる。ＰＣＦは、コア領域とエア・クラッドの間
の高い屈折率差により、コア領域への高度のモード閉じ込めを得るためには、特に有利で
ある。又、高度非線形ファイバ（ＨＮＬＦ）が、スーパコンティニュームを生成するため
に使用されうる。これらのＨＮＬＦは、通常、小さな有効面積と、低く平坦な分散特性を
示す（「Ｐｕｌｓｅｄ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ－ｗａｖｅ　ｓｕｐｅｒｃｏｎｔ
ｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｈｉｇｈｌｙ　ｎｏｎｌｉｎｅａｒ，ｄｉｓ
ｐｅｒｓｉｏｎ－ｓｈｉｆｔｅｄ　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｊ．Ｗ．Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ、Ａｐ
ｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｂ７７、２００３年）。
【００３５】
　ＰＣＦと比較したとはいえ、ＨＮＬＦを含む光ファイバの古典的設計は、極めて低い、
分散特性の設計の自由度を示す。分散特性は、非常に重要であり、分散がゼロである波長
は、特に重要である。超広帯域スーパコンティニュームは、分散の特異な領域における波
長、及びゼロ分散波長に近い波長を有する高輝度パルス・レーザでＰＣＦをポンピングす
ることにより生成されうる（Ｇｅｎｔｙ、「Ｒｏｕｔｅ　ｔｏ　ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎ
ｕｕｍ」、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ＣＬＥＯ２００２）。ＰＣＦにおける分散特性の設
計の自由度の他の利点は、特性が、低コストポンプ・レーザの波長に適合させうることで
ある（Ｓ．Ｇ．Ｌｅｏｎ－Ｓａｖａｌ、Ｔ．Ａ．Ｂｉｒｋｓ、Ｗ．Ｊ．Ｗａｄｓｗｏｒｔ
ｈ　ａｎｄ　Ｐ．Ｓｔ．Ｊ．Ｒｕｓｓｅｌｌ、Ｍ．Ｗ．Ｍａｓｏｎ、「Ｓｕｐｅｒｃｏｎ
ｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｓｕｂｍｉｃｒｏｎ　ｆｉｂｒｅ　Ｗａｖ
ｅｇｕｉｄｅｓ」、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｖｏｌ．１２、Ｎｏ．１３、２８６
４頁）。
【００３６】
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　更に別の利点は、スペクトルがＵＶから中赤外まで及ぶように（「Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ－Ｐｏｗｅｒ　Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ　Ｐｕｌｓｅ　ａｎｄ　Ｏｃ
ｔａｖｅ－Ｓｐａｎｎｉｎｇ　Ｕｌｔｒａｂｒｏａｄ　Ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　
Ｕｓｉｎｇ　Ａｌｌ－Ｆｉｂｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」、Ｊ．Ｔａｋａｙａｎａｇｉ、Ｎ．Ｎ
ｉｓｈｉｚａｗａ、Ｈ．Ｎａｇａｉ、Ｍ．Ｙｏｓｈｉｄａ、Ｔ．Ｇｏｔｏ、ＩＥＥＥ　Ｐ
ＨＯＴＯＮＩＣＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＬＥＴＴＥＲＳ、ＶＯＬ．１７、ＮＯ．１、
２００５年）、又は輝度の強化が特定の波長範囲内だけで達成されるように（「Ｓｕｐｅ
ｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎ　ａ　ｆｉｂｒｅ　ｇｒａｔｉｎｇ
」、Ｐ．Ｓ．Ｗｅｓｔｂｒｏｏｋ、Ｊ．Ｗ．Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ、Ｋ．Ｓ．Ｆｅｄｅｒ、
Ｙ．Ｌｉ、Ｔ．Ｂｒｏｗｎ、ＡＰＰＬＩＥＤ　ＰＨＹＳＩＣＳ　ＬＥＴＴＥＲＳ　ＶＯＬ
．８５、ＮＯ．２０、２００４年）、スペクトル幅が設計されうることである。最近、ス
ーパコンティニュームは、カルコゲニドなどの非シリカ・ガラスの中で示されており、シ
リカのバックグラウンド減衰が非常に増加する、２０００ｎｍを超える波長まで広がった
（Ｌ．Ｂ．Ｓｈａｗら、Ａｄｖ．Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　Ｔｅｃ
ｈ．Ｄｉｇｅｓｔ、ｐａｐｅｒ　ＴｕＣ５、Ａｕｓｔｒｉａ（２００５年２月６～９日）
）。スーパコンティニューム光源は、現在、市販されており、通常、ＵＶから近赤外にま
たがるスペクトル領域を有し、高いスペクトル密度と高い空間コヒーレンス長さを示す。
ＰＣＦの中のスーパコンティニューム発生に基づく、最初の市販されている白色光源の１
つは、例えば、２００４年に、デンマークのＫｏｈｅｒａｓ　Ａ／Ｓ社から出された。
【００３７】
　フォトニック結晶ファイバの設計の自由度は又、シリカの全透過窓に亘って真のシング
ル・モード誘導の可能性を開いた。このファイバ、エンドレス・シングル・モード・ファ
イバは、国際公開第００／３７９７４号の特許出願から知られている。特定の種類の導波
路を使用して、シングル・モード誘導が、非常に広いスペクトル範囲に亘って達成されう
ることが、フォトニック結晶ファイバ（ＰＣＦ）（Ｂｉｒｋｓ、Ｔ．Ａ．、Ｋｎｉｇｈｔ
、Ｊ．Ｃ．、及びＲｕｓｓｅｌ、Ｐ．Ｓｔ．Ｊ．、「Ｅｎｄｌｅｓｓｌｙ　ｓｉｎｇｌｅ
－ｍｏｄｅ　ｐｈｏｔｏｎｉｃ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｆｉｂｅｒ」、Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．、
１９９７、２２、９６１頁）の分野で知られている。従来のシングル・モード光導波路は
、遮断される下方の波長と、その波長を超えると損失が誘導を凌駕する上方の波長とで制
限される、動作窓を有する。遮断波長の下方では、誘導は、基本モードに加えて高次モー
ドにあり、それ故マルチ・モードにあり、より大きくより不規則なスポットを結果として
もたらす。この問題は、例えば、それぞれアフラトキシンと水の吸収に対する選別波長で
ある３６５ｎｍと９８０ｎｍの波長のように、波長がスペクトル的に互いに広く離れてい
る環境に於いて、特に厳しい。
【００３８】
　ＥＳＭ導波路は、典型的には、入念に設計された空気孔格子のクラッドにより取り囲ま
れる固体コアを用いて設計される。クラッドは、コアとの屈折率差を引き上げ、それ故コ
ア内に光を閉じ込める。低い波長は、主としてコア領域にのみ閉じ込められ、場のテール
、即ちエバネセント場のテールがクラッドの中に貫入することはほとんどない。この状況
は、エア・クラッドを持たない古典的なシングル・モード・ファイバと比較可能である。
又、波長を増大させると、クラッドの中の光場即ちエバネセント場のテールが増大する。
場がクラッドの中に貫入すればするほど、コアとの屈折率差が大きくなり、それ故クラッ
ド有効屈折率は、波長に強く左右され、それ故光がシングル・モードに留まることが、数
学的に又実験的に示されうる。
【００３９】
　スーパコンティニューム光源は、容易に、種々の用途で使用される。以下に、最近の開
発のいくつかを要約する。
【００４０】
　顕微鏡検査におけるスーパコンティニュームの使用が、例えば、従来技術の「Ｃｈｒｏ
ｍａｔｉｃ　ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ　ｕｓｉｎｇ　ｓｕｐｅｒｃｏｎ
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ｔｉｎｕｕｍ　ｌｉｇｈｔ」、Ｋ．Ｓｈｉ、Ｐ．Ｌｉ、Ｓ．Ｙｉｎ、Ｚ．Ｌｉｕ、Ｏｐｔ
ｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｖｏｌ．１２、Ｎｏ．１０、２００４年、及び「Ｃｏｎｆｏｃ
ａｌ　ｌａｓｅｒ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐ
ｙ　ｗｉｔｈ　ａ　ｖｉｓｉｂｌｅ　ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｓｏｕｒｃｅ」、Ｇ．ＭｃＣ
ｏｎｎｅｌｌ、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｖｏｌ．１２、Ｎｏ．１３、２００４年
で知られている。それらの記事は、構造の３次元マッピングを可能にする焦点調節システ
ムの色収差を使用して、異なる深さレベルで、スーパコンティニューム光源の出力から直
接収束された、スーパコンティニュームのスペクトル成分を記載している。
【００４１】
　好適には、本発明による選別デバイスは、エンドレス・シングル・モード・ファイバの
基本モードの中に偏光された広帯域高輝度光源を有し、即ち、非線形ファイバとエンドレ
ス・シングル・モード・ファイバが、一体型に組み合わされている。
【００４２】
　可能性として、シングル・モード問題（ｉｓｓｕｅｓ）の場合、これは、ＮＬＦとＥＳ
ＭＦの組合せでありうる。
【００４３】
　また、最近の多重レーザをＥＳＭＦの中に結合させる組合せが可能である。
【００４４】
　ＥＳＭＦを利用することの他の利点は、全スペクトルに亘って回折が制限されたビーム
幅である。
【００４５】
　スーパコンティニューム光源により生成される光ビームにおける有効波長のコンティニ
ュームが、従来技術の選別装置でなしえなかった製品を選別すること、且つ／又は（例え
ば、樹脂を選別するため、又は油／水の含有量に基づいて製品を選別するための）技術を
適用することを可能にすることに留意することも重要である。
【００４６】
　本発明に於いて、スーパコンティニューム光源は、選別デバイスの中で使用される。
【００４７】
　本発明による選別デバイスの有利な一実施例に於いて、全光導波路ベースのスーパコン
ティニューム光源が使用される。
【００４８】
　この光導波路は、フォトニック結晶ファイバであることが好ましい。
【００４９】
　本発明の特定の興味深い実施例に於いて、このフォトニック結晶ファイバは、エンドレ
ス・シングル・モード・ファイバである。
【００５０】
　前記スーパコンティニューム光源の光は、エンドレス・シングル・モード・ファイバ（
ＥＳＭＦ）により選別デバイスの中に誘導されることが好ましい。
【００５１】
　本発明によれば、ＥＳＭＦにより、少なくとも２つのレーザ源の光を選別デバイスの中
に誘導することができる。
【００５２】
　エンドレス・シングル・モード・ファイバから発生する光ビームは、選別される製品上
の小さな単一スポットの中に収束させられる。
【００５３】
　選別デバイスの中でスーパコンティニューム光源を使用する利点は、極めて広いスペク
トル範囲の中で全ての波長を利用できることである。スーパコンティニューム光源の広い
スペクトルは、任意の特定の波長、又は特定の波長の任意の組合せを選択するための、高
い自由度を提供する。このことが、そうでなければ例えば半導体レーザ源又はバルク・レ
ーザ源などのレーザ源などの他の光源で達成することが困難なはずの波長を選択すること
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を可能にする。選別システムの中で特定の波長の組合せを選択する可能性は、色彩選別又
は蛍光選別など、選別原理の異なる分野の中の選別選択パラメータの数が増加されうると
いう利点を有する。選別選択パラメータの数の増加は、結果として、より効率的で正確な
選別システムをもたらすだけでなく、選別される品目の種類の増加をもたらす。選別デバ
イスの中でスーパコンティニュームを使用することで、例えば、ナッツやオリーブなどの
製品の選別に於いて特別な関心がある、製品の油及び水の含有量に基づいて製品を選別す
る道を拓くことができる。
【００５４】
　選別デバイスの中で、レーザ及び／又はマルチ・ライン・レーザと比較してスーパコン
ティニューム光源を使用する他の利点は、選別される製品により反射される光を受けてい
る製品又は検出器のいずれかの上に入射する全出力を選択する柔軟性である。このことは
、帯域幅フィルタ又は帯域通過フィルタを備えることにより制御可能であり、これらのフ
ィルタは、光源のすぐ後ろか又は検出器の前のいずれかに置かれる。帯域幅は、選択され
た帯域通過の波長範囲の中で、送出された出力に直接比例し、いくぶん、それは、レーザ
源として適切ではない。このようにして、製品上に衝突している高出力ビームを得るため
に、低出力のスーパコンティニューム光源が、高帯域幅の帯域通過フィルタと組み合わさ
れうる。低出力のスーパコンティニューム光源は、信頼性と利便性に対する利点を有する
。レーザ駆動の機械の利便性は、レーザ・クラスにより制限され、ユーザの安全に関して
選別機の設計に対する要件が画定される。低出力は又、光部品への熱負荷が低いため、信
頼性水準が増すことが期待される。
【００５５】
　選別デバイスの中でスーパコンティニューム光源を使用することは、そこから選別波長
が選択されうる非常に広いスペクトルに亘って、高いスペクトル密度で分割され、レーザ
光の典型的な特性、即ち高度のコリメーション、高輝度の能力をもたらすという利点を有
する。単一の光源だけが必要とされるという別の利点があり、経済的に、即ち必要な予備
光源の備蓄がより少ない点で、またシステム設計の複雑さが減るという観点からも有利で
ある。
【００５６】
　他の利点は、フォトニック結晶ファイバの中で生成されるスーパコンティニューム光源
の偏光状態の制御である。例えば、濡れた製品又はよく反射する製品を選別するために、
偏光は極めて重要である。生成されたスーパコンティニュームは、非偏光、即ち偏光状態
が、光源の出力に於いて楕円形である可能性があり、後で、Ｇｌａｎ－Ｔｈｏｍｐｓｅｎ
又はＧｌａｎ－Ｔａｙｌｏｒのポラライザなど、広帯域偏光ビーム・スプリッタで偏光さ
れうる。
【００５７】
　より有利には、スーパコンティニュームは、偏光保持フォトニック結晶ファイバの偏光
状態のうちの１つに於いて、生成されうる。
【００５８】
　更に他の有利な点は、スーパコンティニュームはＰＣＦの中で生成され、それ故、光誘
導システム内の無視できる損失、又はＥＳＭＦなどの光ファイバなど、導波路システムと
の無視できる結合損失を考慮すると、生成された光のほぼ１００％が、選別を目的とする
選別システムの中に誘導されうることである。キセノン・ランプと比較すると、光ファイ
バとの結合損失が著しいため、全輝度のほんの一部しか、例えば光ファイバの中に結合さ
れえないであろう。
【００５９】
　他の広帯域光源、例えばＨＩＤ（高輝度放電）電球などと比較すると、スーパコンティ
ニューム光源は、ＨＩＤ電球などの従来の白色光源の場合より約３桁大きい、非常に高い
スペクトル密度及び輝度の利点を有する。他の利点は、スペクトルが、２オクターブ超に
亘って広がることができることである（Ｄ．Ａ．Ａｋｉｍｏｖら、「Ｓｐｅｃｔｒａｌ　
ｓｕｐｅｒｂｒｏａｄｅｎｉｎｇ　ｏｆ　ｓｕｂｎａｎｏｊｏｕｌｅ　Ｃｒ：　ｆｏｒｓ
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ｔｅｒｉｔｅ　ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ　ｌａｓｅｒ　ｐｕｌｓｅｓ　ｉｎ　ａ　ｔａｐ
ｅｒｅｄ　ｆｉｂｅｒ」、Ｊ．Ｃａｔａｌ．７４、４６０－４６３（２００１））。この
ことは、１１００ｎｍを超え、特に２０００ｎｍと３０００ｎｍの間の波長範囲における
使用に、特にふさわしい。
【００６０】
　ＥＳＭファイバの中でスーパコンティニュームを生成することは、生成されたスペクト
ルが、基本モードのみと結合され、それ故それが真のシングル・モードであるという利点
を有する。基本モード内での誘導は、発生する光を単一の小さなスポットの中に収束させ
ることを可能にし、そのことが、スポット・サイズと逆比例する走査の解像度を改善する
。基本モード内での光の誘導は又、曲げ損失に対して非常に低い感受性を示す。更に、基
本モード内での光の誘導は、外部の機械振動又は音響振動に対して感受性を示さない。こ
のことは、異なるレーザ・ビームが、単一スポットの中に重なるように、結合光学機器を
介して結合されるレーザ・システムに対する、著しい改善である。ＥＳＭファイバの中で
スーパコンティニューム光を生成する他の利点は、異なるレーザ源のビームの完全な重な
りを確保するために、結合光学機器の据え付けとメンテナンスの両方に必要な人手が、削
減されることである。選別デバイスの中でＥＳＭファイバを使用する他の利点は、ステッ
プ屈折率ファイバの伝送帯域幅を超えて離隔する波長を有する複数のレーザが、今や、基
本モードの中だけで結合され誘導され、スポット特性が改善されうることである。
【００６１】
　本発明による選別デバイスの好ましい一実施例に於いて、スーパコンティニュームは、
光ファイバの中で生成される。このことは、スーパコンティニュームの広帯域スペクトル
が光ファイバの中に生成され、そのスペクトルが、直接、光焦点調節システムの中に結合
されうるか、又は低い結合損失で、エンドレス・シングル・モード・ファイバなどの光導
波路システムの中に結合されうる、という利点を有する。スーパコンティニューム・ファ
イバ光源の出力における全てのスペクトルが、自動的に重ね合わされ、整合されて、単一
スポットの中に収束されうることが、他の利点である。
【００６２】
　好ましい一実施例に於いて、前記光ファイバは、フォトニック結晶ファイバ（又は、ホ
ーリーファイバ、又は、マイクロ構造ファイバ）である。このファイバは、スーパコンテ
ィニュームのスペクトルが、クラッドの穴あき構造の設計パラメータにより個別に作製さ
れうるという利点を有する。このファイバは又、ポンプ波長が市販のレーザ源に適合する
ように、ポンプ波長が選択されうるという利点を有する。
【００６３】
　好ましい一実施例に於いて、前記フォトニック結晶ファイバは、エンドレス・シングル
・モード・ファイバである。このエンドレス・シングル・モード・ファイバは、生成され
るスーパコンティニュームが、全スペクトル範囲に亘って基本モードの中でのみ結合され
るという利点を有する。
【００６４】
　このことは、例えば、最低のゼロ分散点を１０６０ｎｍなど、より高い波長に於いて選
択することにより実施可能であり、遮断波長は、したがって、３００ｎｍなど、より低い
波長にシフトされる。
【００６５】
　一実施例に於いて、前記光ファイバは、高非線形ファイバ（ＨＮＬＦ）である。
【００６６】
　一実施例に於いて、スーパコンティニュームは、前記ＰＣＦ又はＨＮＬＦの第１の部分
の中で生成され、同じＰＣＦ又はＨＮＬＦの第２の部分の中で選別システムの中に誘導さ
れる。このことは、他のファイバとの接合が不要であり、光は１本のファイバで選別シス
テムの中に誘導されうるという利点を有する。
【００６７】
　一実施例に於いて、前記光ファイバの中で生成されたスーパコンティニュームの光は、
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エンドレス・シングル・モード・ファイバの中に直接結合される。このことは、波長の広
いスペクトルが、ＥＳＭＦの基本モードの中で誘導可能であり、そのスペクトルの光が、
真のシングル・モード状態の中で伝播することを可能にするという利点を有する。他の利
点は、光源のスペクトル、又はスペクトルの一部分がマルチ・モードであれば、光は、Ｅ
ＳＭファイバのみの基本モードの中で誘導されることである。基本モードのガウス形は、
ＥＳＭＦの出力端から発生する光が、可能な限り最小で最も均一なスポット・サイズに収
束されうるという利点を有する。このことは、選別デバイスに有利である。というのは、
より小さいスポット・サイズが選別の解像度を高め、それ故選別効率を高め、可能な限り
最小の欠陥を検出するからである。選択波長の数の増加をもたらす非常に広いスペクトル
範囲の中で空間シングル・モード光を誘導できる導波路システムを持つことは、選別デバ
イスに於いて特に有利である。
【００６８】
　一実施例に於いて、ＥＳＭファイバが、分類する製品上に光を収束させるためのシステ
ムを通して、選別デバイスの中に光を誘導するために使用され、そこでは、焦点調節シス
テムは、独立したユニットであってよく、又はＥＳＭファイバに直接取り付けられてよい
。焦点調節システムの中に光を誘導するためにＥＳＭファイバを使用することは、スーパ
コンティニューム光源のスペクトルの全範囲の波長が、或いは多重レーザ源を使用する場
合などでスペクトル的に広く離れている波長が、基本モードの中で誘導され、シングル・
モードであるという利点を有する。シングル・モードの中での誘導は、光が、焦点調節シ
ステムにより、選別対象の上の、可能な限り最小で最も均一なスポットに収束されうると
いう利点を有する。
【００６９】
　他の実施例に於いて、本発明の目的は、１つのスーパコンティニューム光源を使用する
だけでなく、ＥＳＭファイバの中に結合された２つ又はそれ以上のレーザを含むことも可
能である。このことは、広く広がった波長を有するレーザ、即ちシングル・モードのステ
ップ屈折率ファイバの伝送帯域幅を超えるレーザが、ＥＳＭファイバの基本モードの中で
誘導され、ビームが重ね合わされる単一スポットの中に収束されうるという利点を有する
。
【００７０】
　一実施例に於いて、光ファイバのゼロ分散波長は、スーパコンティニューム光源で使用
されるような低コストのポンプ・レーザの波長に接近して位置する。
【００７１】
　一実施例に於いて、小サイズで低コストのポンプ・レーザが使用される。このことは、
スーパコンティニューム光源の全体のサイズが縮小されうるという利点を有する。
【００７２】
　一実施例に於いて、スーパコンティニュームが、ＵＶから、２μｍから３μｍまでの範
囲の中赤外域まで生成される。このことは、選別パラメータが、典型的にはＵＶ、可視域
、近赤外域の範囲の波長、更には赤外域、特に２μｍから３μｍまでの波長範囲、の波長
を有する選別デバイスに、特にふさわしい。２μｍと３μｍの間の範囲は、例えば樹脂な
ど、この範囲内に典型的な吸収スペクトルを有する材料を選別することを可能にする選別
機に、特にふさわしい。
【００７３】
　一実施例に於いて、スーパコンティニュームが生成されるＰＣＦの材料は、セレン化物
ＰＣＦなどのカルコゲニド（「Ｃｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｆｉｂｅｒ
ｓ　ｔａｒｇｅｔ　ｍｉｄ－ＩＲ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」、Ｊ．Ｓ．Ｓａｎｇｈｅ
ｒａら、Ｌａｓｅｒ　Ｆｏｃｕｓ　Ｗｏｒｌｄ、２００５年４月、８３ｆ頁）など、非シ
リカである。非シリカ材料を使用する利点は、中赤外域の波長範囲に於いて、損失がより
少ないことである。それ故、非シリカ材料は、２０００ｎｍを十分に超し、３０００ｎｍ
を十分に超すスーパコンティニュームを生成することを可能にさせうる。
【００７４】
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　一実施例に於いて、帯域通過フィルタの幅は、選別する製品に（入口フィルタリング）
、又は検出器に（検出側フィルタリング）、入射する全出力を調節するように選択されう
る。選別する製品又は検出器に入射する出力は、フィルタの帯域通過の帯域幅と直接比例
する。
【００７５】
　他の実施例に於いて、多重波長フィルタが、スーパコンティニューム光源の出力に配置
される。このことは、選別デバイスの自由空間領域に結合される全光出力が著しく削減さ
れうるという利点を有する。このことは、改善される利便性に関して特に有利であり、利
便性は、使用される光源のレーザ・クラスにより制限される。
【００７６】
　一実施例に於いて、スーパコンティニュームの輝度は、特定の波長範囲に於いて強めら
れる。これらの波長範囲における輝度の強化は、結果的に、信号対ノイズ比を改善する。
輝度の強化は、選別デバイスに特にふさわしい。というのは、結果として改善される信号
対ノイズ比が、選別デバイスの中で低コストの光検出器を使用することを可能にするから
である。
【００７７】
　本発明の他の特徴及び利点は、本発明による選別デバイス及び方法のいくつかの具体的
な実施例についての以下の説明から明らかとなろう。この説明は、実例としてのみ与えら
れ、特許請求の範囲の保護の範囲をいかなる形に於いても限定することはなく、以下に使
用される参照図は、添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明による、振動テーブル、移送デバイス、光システム、及び除去システムを
装備された選別装置の概略的斜視図である。
【図２】本発明による選別装置の、光システムの実施例の部品を示す線図である。
【図３】高い光閉じ込めとシングル・モード誘導のための小さなコアを有する、典型的な
フォトニック結晶ファイバの断面の写真を示す図である。
【図４】シリカＰＣＦ（例えば、フィアニウムＳＣ４５０）の中で生成されるスーパコン
ティニュームの典型的なスペクトルを示すグラフである。
【図５】Ａｓ－Ｓｅフォトニック結晶ファイバの１ｍのサンプルの場合の、非シリカＰＣ
Ｆの中で生成されるスーパコンティニュームの典型的なスペクトルを示すグラフである。
Ｌ．Ｂ．Ｓｈａｗら、「ＩＲ　ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
ｉｎ　Ａｓ－Ｓｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｆｉｂｅｒ」、ｉｎ　Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ．、Ｖｏｌ．９８　ｏｆ　ＯＳ
Ａ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　Ｓｅｒｉｅｓ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　
Ａｍｅｒｉｃａ、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ、ＤＣ．、２００５年）、８６４～８６８頁から
引用した。
【図６】１．スーパコンティニューム光源、２．増幅された自然放出光（ＡＳＥ）源、３
．白熱灯、及び４．多重スーパ発光ダイオード（ＳＬＥＤ）［Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｆｉｂｅ
ｒ　Ａ／Ｓ社の　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏｔｅ　Ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍか
ら引用した］を含む４つの異なる光源のスペクトルを示すグラフである。
【図７】スーパコンティニューム光源を有する選別デバイスを示す概略図である。
【図８】スーパコンティニューム光源（フィアニウムＳＶ４５０－４）を装備された選別
デバイスの、検出器信号のトレースを示すグラフである。
【図９】散乱信号（図７の番号１２）の赤外検出器のトレースを示すグラフである。
【図１０】ステップ屈折率ファイバ（１）とエンドレス・シングル・モードのフォトニッ
ク結晶ファイバ（２）それぞれの中の、基本モードに対する伝送曲線を示すグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００７９】
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　異なる図面に於いて、同じ参照数字は、同等又は類似の要素を示す。
【００８０】
　本発明は、一般に、広帯域スペクトルを有する光ビームを生成する放射源と、検出ゾー
ンを通して製品を移動させる手段とを用いて、製品の流れの中の製品を特徴づけるための
、選別デバイスに関する。
【００８１】
　図１は、光システム３の前に位置する検出ゾーン６を通って、自由落下で移動している
製品７の流れを生成している傾斜分配面１に、選別される製品７を供給するための振動テ
ーブル２を有する選別デバイスを示す。
【００８２】
　製品流れから望ましくない製品又は異物８を取り除き、合格製品７のみを含ませるため
に、検出ゾーン６の下流に、一連の空気弁４’を備える除去システム４が設けられる。
【００８３】
　製品７が検出ゾーン６を通って移動しているとき、製品７に、光システムの集束された
光ビーム５が衝突する。この光ビーム５は、検出ゾーン６の幅全体に亘って走査されてい
る。
【００８４】
　光システム３は、図２に線図で示され、前記光ビーム５を生成する光源１１と、回転す
るポリゴン・ミラー１２と、複数の光要素とを備える。
【００８５】
　前記光ビーム５は、光源１１からビーム・スプリッタ１３を通って、回転するポリゴン
・ミラー１２に向かって導かれ、それにより、光ビーム５はこのミラーで反射され、検出
ゾーン６を通って移動する製品７を走査する。
【００８６】
　こうして、光ビーム５が、検出ゾーン６の中で前記製品７上に衝突し、それにより、光
は、製品７によって散乱され、且つ／又は反射される。この散乱光及び／又は反射光は、
回転するポリゴン・ミラー１２によって、ビーム・スプリッタ１３に向かって戻される。
このビーム・スプリッタ１３は、例えば偏光ビーム・スプリッタであり、製品７により散
乱及び／又は反射される光を合焦レンズ１４に向けて誘導し、更に検出器１５、１６、１
７、及び１８を備える検出手段に向かって誘導する。
【００８７】
　前記光源１１は、既に上で述べた通りスーパコンティニューム放射源を備え、例えば、
３００ｎｍと３０００ｎｍの間で高いスペクトル密度を持つ連続広帯域光を生成する。こ
の光ビームは、高い空間コヒーレンシーをもたらし、それにより、好ましくは、選別され
る製品の平均サイズより少なくとも１桁小さく、有利には、選別目的で検出されなければ
ならない製品の欠陥より少なくとも小さい断面直径を有する、集束された光ビームが得ら
れる。
【００８８】
　更に、検出手段は、選択された波長の光を検出器１５、１６、１７、及び１８に向けて
導くために、ダイクロイック・ミラー１９及び２０を備える。これらの波長は、選別され
る製品、及び検出される製品の欠陥に応じて選択され、関連する光選別技術に詳しい人に
は知られている。検出手段のいくつかの具体的な実施例が、例えば、米国特許第６８６４
９７０号に開示されている。
【００８９】
　本発明による選別デバイスの好ましい実施例によれば、帯域幅フィルタが、光源１１と
検出ゾーン６の間に設けられる。これら複数の帯域幅フィルタは、これらの帯域幅フィル
タが、製品を選別するために選択される異なる複数の波長の周囲に位置するスペクトル帯
域の中を光が通過することを可能にするように、選択される。これらのスペクトル帯域の
幅は、製品の表面で生成される可能性のある干渉現象が回避されるように、選択される。
そうすることにより、非常に正確な信号が、検出器１５、１６、１７、及び１８に於いて
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得られる。
【００９０】
　前記選択された波長周りの帯域幅は、５ｎｍから３０ｎｍ程度が好ましい。１０ｎｍか
ら２０ｎｍ程度の帯域幅で、優れた結果が得られた。
【００９１】
　ある欠陥の検出に対して、又はある製品の選別に対しては、選別は、製品の蛍光特性に
基づく。このような選別デバイスの用途に於いて、前記スーパコンティニューム放射源と
前記検出ゾーンの間の前記光ビームの光路の中に、少なくとも１つのスペクトル・バンド
・ブロック・フィルタが設けられる。このスペクトル・バンド・ブロック・フィルタは、
このフィルタでブロックされるスペクトル帯域の外に位置する波長を有する光の、前記製
品上への衝突による蛍光発光によって生成される光が、検出手段に到達することを、実質
的に防止する。好ましくは、光源と、製品による反射光及び／又は散乱光から、衝突する
光ビームが分離される位置との間、即ち光源とビーム・スプリッタ１３との間に、そのよ
うなバンド・ブロック・フィルタが配置される。
【００９２】
　本発明による選別装置は、前記帯域幅フィルタ及び／又は前記バンド・ブロック・フィ
ルタが、波長可変光フィルタ、及び／又は帯域幅可変型波長可変フィルタで形成される場
合は、特に重要である。そのような場合、選別装置は、順応性が高くなる。というのは、
ほぼ全ての製品が、任意の個別選択された光の波長に基づいて、選別されうるからである
。
【００９３】
　スーパコンティニューム光ビームを非線形ＰＣＦの中で生成するときは、高輝度パルス
が、ポンプ・レーザによりファイバの中に誘導される。高輝度成分を除去するために、フ
ィルタが置かれることが好ましい。
【００９４】
　図７参照。スーパコンティニューム（ＳＣ）光源（１）により放出された光が、選別デ
バイス（２）の中に誘導される。スーパコンティニューム光源（１）の出力が非偏光であ
る場合、ビームを偏光する偏光ビーム・スプリッタなど、広帯域偏光光学機器（３）が使
用されうる。光は、高速回転するポリゴン・ミラー（４）により反射されて広い範囲（５
）に亘って展開され、即ち、製品（６）が選別のために検出される検出ゾーンの中の走査
線となる。散乱光及び／又は反射光（１３）は、検出された製品に対する指紋であり、ポ
リゴン・ミラー（４）で収集され、レンズとミラーのシステムを介して検出サイド（７）
に誘導される。検出サイドに於いて、光は、ダイクロイック・ミラー（８）により関心の
あるスペクトル成分に分離される。これらのスペクトル成分は、例えば、青色（９）、緑
色（１０）、及び赤色（１１）でありうる。製品で直接反射した光は、偏光ビーム・スプ
リッタ（１４）でブロックされる。赤外信号は、製品（１２）の散乱挙動に基づく選別の
ために使用されうる。エンドレス・シングル・モード・ファイバ出力を有する単一スーパ
コンティニューム光源から生じる青、赤、及び赤外のチャネルの検出器信号を、図１１及
び図１２に示す。
【００９５】
　図８は、スーパコンティニューム光源（フィアニウムＳＶ４５０－４）を装備された選
別デバイスの検出信号のトレースを示す。この場合、赤（１）及び青（２）の信号を示す
（それぞれ図７の番号１１及び番号９に対応）。走査線（図１０、番号５参照）の位置に
置かれた個別の色の、いくつかのサンプルの色検出を示す。赤のサンプル（３）は、赤の
トレース（１）の高い信号を与え、一方、青のトレース（２）は低い。明らかに、青のサ
ンプル（４）は、高い青と低い赤の検出器信号を、結果としてもたらす。白（５）及び黒
（６）のサンプルの場合、対応する赤（１）及び青（２）の検出器信号の両方が、それぞ
れ高くなり、また低くなる。
【００９６】
　図９は、散乱信号の赤外検出器のトレース（図７の番号１２）を示す。検出器の前に、
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直径Ｄの金属製ブロッキング・フィルタ（１）が、サンプル表面の直接反射信号を除去す
るために使用され、散乱した信号だけが伝送される。走査線（図１０、番号５）に於いて
、高い反射を生じる白い紙片（図示せず）、及び高度の散乱を示すいわゆるバック－ドラ
ムが、共に置かれる。結果として、赤外検出器は、白紙（２）の位置に於いて低い信号で
、それ以外の位置（３）に於いて高い信号で、応答する。
【００９７】
　図１０は、ステップ屈折率ファイバ（１）とエンドレス・シングル・モードのフォトニ
ック結晶ファイバ（２）それぞれの中の基本モードに対する伝送曲線を示す。データは、
Ｍ．Ｄ．Ｎｉｅｌｓｅｎ、Ｊ．Ｒ．Ｆｏｌｋｅｎｂｅｒｇ、Ｎ．Ａ．Ｍｏｒｔｅｎｓｅｎ
、及びＡ．Ｂｊａｒｋｌｅｖ、「Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｐ
ｈｏｔｏｎｉｃ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｆｉｂｅｒｓ　ａｎｄ　ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　
ｓｉｎｇｌｅ－ｍｏｄｅ　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　１２、４３
０（２００４年）から引用した。ステップ屈折率ファイバにおける基本モードの伝送のス
ペクトル帯域幅は、それぞれ、高い（３）波長側と低い（４）波長側における、高いクラ
ッド損失と高次モードへの結合との両者により、明確に境界をつけられる。ステップ屈折
率ファイバとは対照的に、エンドレス・シングル・モードのフォトニック結晶ファイバは
、高い波長側に於いてクラッド・モードに対する損失を全く示さず、遮断波長の下で高次
モードへの結合を示すだけであり、その結合は、ステップ屈折率ファイバにおけるよりも
ずっと低い。１．４μｍ付近の高いピークは、製造プロセスに依存する、水の吸収線から
生じる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(18) JP 2010-538278 A 2010.12.9

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(19) JP 2010-538278 A 2010.12.9

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2010-538278 A 2010.12.9

10

20

30

40



(21) JP 2010-538278 A 2010.12.9

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100087217
            弁理士　吉田　裕
(74)代理人  100123180
            弁理士　白江　克則
(74)代理人  100089897
            弁理士　田中　正
(74)代理人  100160266
            弁理士　橋本　裕之
(72)発明者  ベルグマンズ、ポール
            ベルギー国　ビー　－　３００１　フィバーテー、ロメインセシュトラート　２０
Ｆターム(参考) 2G051 AA01  AB01  AB02  BA04  BA08  BB11  BB15  CA01  CC07  CC15 
　　　　 　　        DA11  DA13  EA16  EA17  EB01  EC04 
　　　　 　　  3F079 AC00  BA06  CA32  CB25  CB26  CB32  CB33  CB36  CC03  DA06 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

